
能美市電子入札発注案件における

電子くじの導入について

本市が行う電子入札において開札の結果、落札となるべき

同価格の入札をした者が２者以上いるとき、速やかに落札者を

決定できるよう「電子くじ」を導入します。

◎電子くじ導入の目的及びメリット

・ 指定する場所に出向く必要がなくなる

・ 落札者決定までの時間が短縮される

◎実施時期

・ 平成３０年１０月１日以降に入札公告、指名通知を行う案件より実施

◎対象案件

・ 電子入札の対象となる全ての案件

◎電子入札手続における変更点

・ 入札書提出時に入札金額及び３桁のくじ番号を入力

・ 紙入札者は電子くじ対応の紙入札書を使用し、３桁のくじ番号を記載すること

(くじ番号欄に記載が無い場合は、「０００」として取り扱う)

・ 電子くじの抽選結果については、落札決定通知書に計算根拠とともに表示

平成３０年９月１１日

能美市総務部管財課



入札書提出時の変更箇所

① 入札書提出時に下記の赤枠で囲ってある部分に任意の３桁の数字を入力

② 入札書受付票画面に確定くじ番号が表示される



◎電子くじに利用される情報

① 入札書提出と同時に入力したくじ番号（任意の３桁の数字）

② 入札書提出時間(秒未満、1000分の1秒までの３桁の数字）

③ 入札書の提出順位

◎電子くじの具体例

【計算方法】

Ⅰ 確定くじ番号の算出

入力くじ番号＋入札書提出時間(秒未満)＝確定くじ番号

(計算例) A社 (足した結果4桁となる場合は下3桁)

８９０＋１９７＝１０８７ ⇒８７

Ⅱ くじ対象業者数の確定くじ番号の総和

(計算例)

８７＋４３０＋４０６＝９２３

Ⅲ 確定くじ番号の総和÷くじ対象業者数の余り

(計算例)

９２３÷３者＝３０７ 余り ２

Ⅳ 余りの数と提出順が一致する業者が当選

本例では提出順が「２」のＣ社が落札者

※ 事後審査型一般競争入札の場合は上記の算出方法で落札候補者の 審査順位１位の

業者を決定する。

審査順位２位以降の算出方法については、先に順位が確定した全ての業者を除いた

「確定くじ番号の総和」、「くじ対象業者数」で再計算を行い、同様に算出 した結果となる。

A社[８７]とB社[４３０]の総和[５１７]から対象者[２]を割った余り[１]で

B社が審査順位２位、A社が審査順位３位となる。

落札者は審査順位に従って入札参加資格の有無を確認して決定する。

電子くじのしくみについて

入札参加
業者

入札金額
入力

くじ番号
入札書提出時間

確定
くじ番号

入札書
提出順

A社 1,950,000 890 11月12日　13時09分43秒197 ８７ ０

B社 1,950,000 567 11月12日　13時09分43秒863 ４３０ １

C社 1,950,000 234 11月13日　 9時09分44秒172 ４０６ ２

D社 1,980,000 128 11月12日　13時12分44秒453 ５８１

E社 1,980,000 403 11月12日　13時15分23秒101 ５０４
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